
  

答申第４ 号 

別紙 

答  申 

１  審査会の結論 

本件部分開示決定は、 妥当で あ る 。  

２  審査請求人の主張の要旨 

 ⑴ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、 新座市情報公開条例（ 平成１ ３ 年新座市条例第４

号。 以下「 条例」 と いう 。 ） 第５ 条第１ 項の規定に基づく 開示請求に 対し 、

令和２ 年１ ０ 月２ ６ 日付け新財収第２ ７ ９ 号及び令和２ 年１ ０ 月３ ０ 日付け

新財収第２ ９ １ 号に よ り 、 新座市長（ 以下「 実施機関」 と いう 。 ） が行っ た

各公文書部分開示決定に ついて 、 そ の取消し を 求める と いう も ので あ る 。  

 ⑵ 審査請求の理由 

審査請求人は、 審査請求書に おいて 、 おおむね以下のよ う に 主張し て いる 。  

ア  一部の資料を 開示し な い理由に 「 中立性が損な われる 、 市民の間に混乱

を 生じ さ せる 」 と あ る が、 そ れは当た ら な いと 考え る 。  

イ  行政の民主的、 公正な 運営を 図る た めに、 情報を 開示し 、 広く 市民に知

ら せる べき で ある 。  

３  実施機関の説明の要旨 

⑴ 本件審査請求の経緯 

ア  審査請求人は、 条例第５ 条第１ 項の規定に基づき 、 実施機関に対し 、 令

和２ 年１ ０ 月１ ３ 日付けで 「 財政再建戦略会議の議事録と 資料」 及び令和

２ 年１ ０ 月２ ２ 日付けで 「 第２ 回財政再建戦略会議の議事録と 資料」 （ 以

下「 本件対象公文書」 と いう 。 別表２ 参照。 ） に ついて 、 開示請求を 行っ

た 。  

イ  本件請求に 対し 、 実施機関は、 条例第５ 条第１ 項の規定に基づき 、 令和

２ 年１ ０ 月２ ６ 日付け新財収第２ ７ ９ 号及び令和２ 年１ ０ 月３ ０ 日付け新

財収第２ ９ １ 号によ り 各公文書部分開示決定を 行い、 そ の旨を 審査請求人

に通知し た 。  

ウ 審査請求人は、 令和２ 年１ ０ 月３ ０ 日付けで 、 本件各決定は不当で あ る

と し て 実施機関に対し て 各決定に 対する 審査請求を 行っ た 。 こ れに対し 、

実施機関は、 各審査請求を 併合し て 諮問し た 。  

⑵ 実施機関の考え 方 

本件部分開示決定は、 妥当で あ る と 考え る 。  



  

⑶ 理由 

実施機関は、 弁明書及び口頭意見陳述に おいて 、 おおむね以下のと おり 説

明し て いる 。  

ア  本件対象公文書について  

 本件対象公文書は、 第１ 回新座市財政再建戦略会議（ 令和２ 年１ ０ 月 

１ ２ 日開催） 及び第２ 回新座市財政再建戦略会議（ 同年１ ０ 月２ １ 日開催）

の会議録及び会議資料で ある 。 新座市は、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の影

響によ る 税収等の収入の大幅な 減額が見込ま れる 事態と な り 、 こ れま で 同

様の市民サービ ス の提供が困難と な る 見通し と な っ た こ と から 、 令和２ 年 

１ ０ 月１ 日に 財政非常事態宣言を 発し 、 事業の見直し を 行う こ と を 表明す

る と と も に、 新座市財政再建戦略会議を 庁内に設置し た 。 こ の会議は、 令

和２ 年１ ０ 月１ 日に 本市の財政非常事態を 早期に 解決する た めの戦略を 検

討・ 実行する 組織と し て 設置さ れ、 将来にわた る 財政基盤の確立を 目指し 、

事業の廃止や休止、 縮小の見直し 等を 行う も ので あっ て 、 当該会議録及び

会議資料には、 見直し 対象事業に係る 市の内部検討段階で の過程・ 試案等

の情報が含ま れて いる 。  

ま た 、 当該公文書に 記載さ れて い る 事業の見直し の検討は、 次年度の予

算編成に 係る も ので あ り 、 予算案と し て の確定は、 令和３ 年第１ 回新座市

議会定例会に議案と し て 提出する 時で あ る 。  

  イ  条例第７ 条第３ 号の該当性に ついて  

     不開示部分は、 次年度の予算編成に向けた 事業の見直し 案で あっ て 、 開

示請求の時点に おいて は、 市の機関の内部における 審議、 検討又は協議に

関する 情報で あ り 、 今後継続し て 審議し 、 変更が生じ る 可能性があ る 未確

定 な 情 報 で あ っ て 、 見 直 し 対 象 事 業 や 当 該 事 業 の 廃 止 、 休 止 等 と  

いっ た 経費削減のた めの見直し 内容を 決定し た も ので はな い。 こ のた め、

こ の時点で 公に する と 、 案と し て の見直し 内容が、 あた かも 事業に 関する

決定事項で ある かのよ う に外部に拡散し 、 干渉等に よ り 意思決定の中立性

が損な われる おそ れがある ほか、 未成熟な 情報が確定し た 情報と 誤解さ れ、

市民の間に 混乱を 生じ さ せる おそ れがあ る 。  

 ま た 、 事業の見直し の検討は、 全体の施策の観点、 行政の緊急性・ 必要

性、 市の財政状況等を 勘案し た 総合的な 判断を 要する も ので ある 。 そ の意

思決定の途上に おいて は、 意見の交換、 集約及び調整等の一連の作業が重

要で ある が、 当該公文書の情報が公開さ れた 場合、 外部から の過大な 要望

や干渉等が生じ る こ と によ り 、 こ れら 一連の作業が円滑に機能し な く な り 、



  

率直な 意見の交換又は意思決定の中立性が不当に 阻害さ れる おそ れがある 。  

以上のこ と から 、 本件不開示部分は、 条例第７ 条第３ 号に 該当する 。  

な お、 本件審査請求を 受け、 当該不開示部分に ついて 再検討を 行っ た 結

果、 別表１ の開示する 部分に ついて は、 弁明書に おいて 新た に開示する こ

と と し た 。  

４  調査審議の経過 

  当審査会は、 本件について 、 以下のと おり 、 調査審議を 行っ た 。  

  令和３ 年３ 月１ ８ 日  諮問の受理 

  同日         弁明書の写し を 収受 

  同年５ 月１ ９ 日    本件対象公文書の見分及び審議 

５  審査会の判断の理由 

   当審査会は、 本件審査請求の対象公文書並びに実施機関及び審査請求人の主

張を 具体的に 検討し た 結果、 以下のよ う に判断する 。  

⑴ 本件対象公文書について  

本件対象公文書のう ち 開示し な いこ と と し て いる も のは、 別表２ の文書１

の２ ⑶及び文書２ の２ ⑵で あ り 、 こ れら は令和３ 年度当初予算編成に 向けた

事業見直し 案に 係る も ので ある 。  

⑵ 条例第７ 条第３ 号の不開示情報の該当性について  

 当審査会において 、 本件対象公文書を 見分し た と こ ろ 、 不開示部分には、

新座市財政再建戦略会議において 、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症によ る 財政非

常事態に 対応する た めの緊急的な 財政措置及び将来にわた る 財政基盤の確立

を 戦略的に推進する と いう 同会議の目的に沿っ て 、 令和３ 年度当初予算編成

を ど のよ う に戦略的に推進し て いく かを 検討する 段階に おける 、 見直し 対象

事業の検討に係る 情報が記載さ れて いる こ と が確認さ れた 。  

そ し て 、 令和２ 年１ ０ 月２ ６ 日付け及び同月３ ０ 日付けの部分開示決定に

おいて 開示し て いる 会議録に よ れば、 事業見直し の案に ついて は、 当該会議

において 検討する こ と と さ れ、 各所属は、 こ の見直し 案に沿っ て 、 予算要求

及び条例改正の手続のほか、 関係団体等と の調整や詳細な 検討を 進め、 そ の

結果を 当会議に 持ち 寄っ て 最終的に 市の事業見直し の決定を 行う 旨が記載さ

れて いる 。  

し た がっ て 、 本件開示決定の時点に おいて 、 事業見直し の内容は、 最終的

な 決定に は至っ て おら ず、 な お検討途中の未成熟な 段階のも ので あ っ た と い

え る 。  

予算は、 地方自治法に 基づき 地方公共団体の長が予算案を 調製し 、 議会の



  

議決を 経て 定めら れる も ので ある と こ ろ 、 実施機関の説明に よ る と 、 予算案

を 市議会に提案する ま で には、 担当課や財政部に よ る 検討、 調整、 査定を 重

ねる も ので ある と のこ と で あ る 。 本件不開示部分は、 こ れら の手続の前段階

の試案を 含むも ので あ り 、 そ こ に 挙げら れた 見直し 対象事業のう ち 、 ど の事

業が見直し 対象と し て 確定す る かは、 開示決定時点に お い て な お 未確定で  

あっ た と いえ る 。 し た がっ て 、 本件不開示部分を 公開し た 場合、 外部から の

不当な 圧力や干渉が生じ る こ と によ り 、 率直な 意見の交換又は意思決定の中

立性が不当に阻害さ れる おそ れがあ っ た と 解さ れる 。 ま た 、 以上のよ う な 本

件対象公文書の性質及び内容に照ら し 、 こ れを 部分的に 開示する こ と も 妥当

で はな い。  

 ⑶ 本件不開示決定の妥当性について  

   以上のこ と から 、 本件不開示部分を 条例第７ 条第３ 号に該当する と し て 不

開示と し た 決定は、 妥当で ある 。  

６  審査会から の補足意見 

 本件開示請求に至っ た 背景にある 財政非常事態宣言及び財政再建戦略会議に

よ る 予算編成も 含めた 包括的な 政策の推進について は、 市の財政に 関する 取組

で ある た め、 市民の関心は高いと こ ろ で ある 。 ま た 、 行政のプ ロ セ ス につい て

は透明性が求めら れる と こ ろ 、 条例第１ 条が規定する 同条例の目的から し て 、

実施機関において は、 行政に 関する 情報を 市民に 提供する こ と によ り 、 行政の

説明責任を 適時適正に 果た すこ と が求めら れる 。  

こ う し た 観点に ついて 、 実施機関の説明によ る と 、 本件不開示情報に 関し て

は、 開示決定時に会議録を 開示し た ほか、 不開示決定を 行っ た 事業見直し に 係

る 内容に 関し て も 、 そ の後の会議で 決定事項と な っ た も のは、 そ の時点におい

て 、 市民への公表用に加工する 形で 市ホ ームページ や広報紙で 公表し て いる と

のこ と で あ る 。  

上記のよ う に、 条例は、 市民の知る 権利を 保障し 、 市政について 市民に説明

する 責務が全う さ れる こ と を 求めて いる 。 ま た 、 他の地方自治体において も 、

透明度の高い行政の実現を 図り 、 住民の行政への理解と 認識を 高める た め、 予

算編成過程等を 透明化する 取組が増え て いる と こ ろ で あ る 。 そ のよ う な 条例の

趣旨や昨今の状況に 鑑み、 実施機関において は、 市民に 対する 適時適正な 説明

の実施につき 、 な お引き 続き 一層の取組を 期待する 。  

 

（ 答申に関与し た 委員の氏名）  

神橋 一彦、 大沢 修平、 川島 鈴子、 黒田 優 



  

別表１  再検討の結果、 開示する こ と と し た 部分の一覧 

公文書の名称 開示す

る 部分 

決定時に 不開示と 判

断し た 理由 

再検討し た 結果、 開示と

する 理由 

令和３ 年度当初

予算編成に 向け

た 事業見直し 案 

表題、

頁番号

及び会

議資料

名称 

表全体と し て 見直

し 案と 捉え 、 公に す

る こ と に よ り 、 意思

決定の中立性が不当

に損な われる おそ れ

又は不当に 市民の間

に混乱を 生じ さ せる

おそ れがあ る た め、

条例第７ 条第３ 号に

該当し 、 開示し な い

こ と と し た も の。  

当該部分に ついて は、

条例第７ 条第３ 号に 該当

し な いも のと 判断し た た

め。  

令和３ 年度当初

予算編成に 向け

た 事業見直し 案

【 １ ０ ． ２ １ 追

加分】  

 

別表２   

番号 対象と な る 公文書名 

文書１  １  第１ 回新座市財政再建戦略会議 会議録 

２  会議資料 

⑴ 新座市財政再建戦略会議設置要綱 

⑵ 第１ 回新座市財政再建戦略会議 

⑶ 令和３ 年度当初予算編成に 向けた 事業見直し 案 

文書２  １  第２ 回新座市財政再建戦略会議 会議録 

２  会議資料 

⑴ 次第 

⑵ 第１ 回新座市財政再建戦略会議令和３ 年度当初予算編成

に 向けた 事業見直し 案【 １ ０ ． ２ １ 追加分】  

 


